
宜野湾市要介護認定進捗確認システム「みつけ～る」利用登録申請書
年　　　月　　　日
宜野湾市長　宛
　進捗確認システム「みつけ～る」を用いて、要介護認定の進捗状況の確認を行うため、下記のとおり、利用登録を申請します。なお、宜野湾市要介護認定進捗確認システム「みつけ～る」を利用するにあたり、下記の遵守事項を守り、個人情報の適切な管理および悪用を防ぐための措置を講ずることを確約します。
（事業所利用登録内容）
	事業所番号
	
	申請区分
	新規 ・ 更新

	法人名
	

	事業所名
施設名
	

	事業所の所在地
	〒　　　　－　　　　　　


電話：

	メールアドレス
（登録は１つのみ）
	


申請者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　
　下記1～10の遵守事項に違反した場合、今後、宜野湾市要介護認定進捗確認システム「みつけ～る」の更新が不可となり、利用登録を取り消される場合があることに同意します。
（遵守事項）
個人情報保護と機密保持
1.本システムで取得した個人情報（介護認定情報を含む）を厳重に管理し、漏洩、滅失又は毀損の防止に努めること。
2.職務上知り得たシステム利用情報や個人情報の秘密を保持し、本人の同意なく第三者へ提供しないこと。
3.登録に関係のない第三者の認定情報の確認を行わないこと

適正な利用と目的外利用の禁止
4.本システムを、本申請書の確認または宜野湾市が認めた目的以外で利用しないこと。
5.本システムに対して、不正な機能改変、過度な負荷をかける行為、その他システムの運営を妨害する行為を行わないこと。
6. 登録された利用者IDにより行われた本システム上の行為は、当該登録利用者の責任とみなすこと。

アカウント情報の厳重な管理
7.本システムへのログイン情報（ID、パスワード等）を厳重に管理し、第三者への開示、貸与、譲渡等を行わないこと。

届出事項の変更と報告
8. 利用登録申請する内容に変更が生じた場合は、速やかに登録内容の変更申請を行うこと（事業所の廃止等を含む）。
9.本システムの利用において、情報漏洩や不正利用等の疑いが生じた場合は、速やかに宜野湾市介護長寿課に報告し、その指示に従うこと。

法令の遵守
10. 本システムの利用にあたり、個人情報保護法その他関連法令を遵守すること。


-------------------------《以下は、宜野湾市処理欄のため記入しないで下さい。》----------------------------

	本人確認
	入力

	
	



※メールにて申請する際はFukusi28@city.ginowan.okinawa.jp宛てに件名を「みつけ～るの申請」として送信お願いします。
